
令和８年３月31日　火曜日� 号　外（５）長 崎 県 公 報

─ 1─

毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　教育委員会規則� 所管課（室）名

○長崎県教育庁組織規則の一部を改正する規則� 教 育 政 策 課

○長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則� 〃

○長崎県教育職員免許状再授与審査会規則の一部を改正する規則� 働きがい推進室

○長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則� 高 校 教 育 課

◎　教育委員会訓令

○長崎県教育庁決裁規程の一部改正� 教 育 政 策 課

　長崎県教育庁組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

� 長崎県教育委員会教育長　前川　謙介　

長崎県教育委員会規則第10号

　　　長崎県教育庁組織規則の一部を改正する規則

　長崎県教育庁組織規則（昭和48年長崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　　第２章　組織

　（本庁の分課等）

第４条　略

課（室） 班

教育政策課 総務・法制班　人材戦略班　給与制度班　

給与管理班　企画広報班

教育人事課 総務・免許班　小学校人事班　中学校人事

班　県立学校人事班

福利厚生室

教育環境整

備課

総務助成班　県立学校施設班　県立学校管

理班

義務教育課 総務企画班　ふるさと教育班　未来教育班

高校教育課 総務企画班　新たな学び班　キャリア教育

班

特別支援教

育課

企画班　指導班

　　　第２章　組織

　（本庁の分課等）

第４条　略

課（室） 班

教育政策課 総務班　人材戦略班　法務・給与制度班　

旅費給与班　財務調整班　情報化推進班

働きがい推

進室

福利厚生室

教育環境整

備課

総務助成班　県立学校施設班　県立学校管

理班

義務教育課 総務企画班　ふるさと教育班　未来教育班

　小学校人事班　中学校人事班

高校教育課 総務企画班　新たな学び班　キャリア教育

班　高校魅力化班　県立学校人事班

特別支援教

育課

企画班　指導班

　　　　目　　　　　次

　　　　教育委員会規則
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教育DX推進

課

総務班　教育DX班　情報化推進班

児童生徒支

援課

総務・教育相談班　多様な学び・指導班

生涯学習課 総務管理班　地域教育班　県民学習班

学芸文化課 総務管理班　文化財班　教育文化班

体育保健課 総務管理班　学校体育班　競技力向上対策

班　健康教育班

２�　前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課に

同表右欄に掲げる室を置く。

課 室

高校教育課 ながさき次世代高校創生室

　（分掌）

第５条　教育政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⒁　略

　⒂　広報及び教育行政に関する相談に関すること。

　⒃　略

　⒄�　教育庁内各課、室及び知事部局等との連絡調整に関す

ること。

　⒅�　教育庁内他課及び室の所管に属しないこと。

　⒆　福利厚生室の庶務及び予算経理の事務に関すること。

　⒇�　学校職員の服務における条例規則等の改廃等に関する

こと。

　21　学校職員（事務職員に限る。）の任免、分限、懲戒、

　　その他の人事及び服務の指導に関すること。

　22　学校職員の組織する職員団体に関すること。

第６条　教育人事課の事務分掌は、次のとおりとする。

　⑴�　県立学校職員（事務職員を除く。）及び県費負担教職

員（事務職員を除く。）の働き方改革推進の企画・立案

等具体的取組に関すること。

　⑵　教員採用に係る広報に関すること。

　⑶　教育職員の免許状に関すること。

　⑷�　県費負担教職員（事務職員を除く。）及び県立学校職

員（事務職員を除く。）の任免、分限、懲戒その他の人

事、服務の指導に関すること。

　⑸�　県費負担教職員（事務職員を除く。）及び県立学校職

員（事務職員を除く。）の研修に関すること。（他の課及

び室の所管に属するものを除く。）

　⑹　教員採用選考試験に関すること。

第９条　義務教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⑶　略

　⑷�　県費負担教職員及び幼稚園教員の研修に関すること。

（他の課及び室の所管に属するものを除く。）

　⑸～⑿　略

教育DX推進

室

児童生徒支

援課

総務・教育相談班　多様な学び・指導班

生涯学習課 総務管理班　地域教育班　県民学習班

学芸文化課 総務管理班　文化財班　教育文化班

体育保健課 総務管理班　学校体育班　競技力向上対策

班　健康教育班

　（分掌）

第５条　教育政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⒁　略

　⒂　教育行政に関する相談に関すること。

　⒃　略

　⒄　電算業務に関すること。

　⒅�　教育庁内各課、室及び知事部局等との連絡調整に関す

ること。

　⒆　教育庁内他課及び室の所管に属しないこと。

　⒇　福利厚生室の庶務及び予算経理の事務に関すること。

　21　学校職員の服務における条例規則等の改廃等に関する

　　こと。

　22　学校職員（事務職員に限る。）の任免、分限、懲戒、

　　その他の人事及び服務の指導に関すること。

　23　学校職員の組織する職員団体に関すること。

第６条　働きがい推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴�　県立学校職員（事務職員を除く。）及び県費負担教職

員（事務職員を除く。）の働き方改革推進の企画・立案

等具体的取組に関すること。

　⑵　広報に関すること。

　⑶　教育職員の免許状に関すること。

第９条　義務教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⑶　略

　⑷　県費負担教職員及び幼稚園教員の研修に関すること。

　⑸～⑿　略

　⒀�　県費負担教職員（事務職員を除く。）の任免、分限、

懲戒その他の人事及び服務の指導に関すること。
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第10条　高校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⒁　略

　⒂　教育センターに関すること。

　⒃�　特別支援教育課の庶務及び予算経理の事務に関するこ

と。

　（ながさき次世代高校創生室）

　⒄�　県立学校の教育改革及び再編整備に関すること（特別

支援教育課の所管に属するものを除く。）

　⒅�　県立学校の設置及び廃止に伴う条例の改廃に関するこ

と。（特別支援教育課の所管に属するものを除く。）

第�10条の２　教育DX推進課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

　⑴　略

　⑵　電算業務に関すること。

　（本庁の組織上の職）

第20条　略

２�　前項で定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織上

の職を同表中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職にある

者は、上司の命を受け、それぞれ同表右欄に掲げる職務を

行うものとする。

職 組　織 職　　　　務

人事管理監（小

中学校人事担当）

教育人

事課

関係職員を指揮監督して市町

立小学校、中学校及び義務教

育学校職員の人事に関する重

要な特定の事務を掌理する。

人事管理監（県

立学校人事担当）

教育人

事課

関係職員を指揮監督して県立

学校職員の人事に関する重要

な特定の事務を掌理する。

３～４　略

第10条　高校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴～⒁　略

　⒂�　県立学校職員（事務職員を除く。）の任免、分限、懲

戒その他の人事及び服務の指導に関すること。

　⒃　教員採用選考試験に関すること。

　⒄　教育センターに関すること。

　⒅�　教育DX推進室及び特別支援教育課の庶務及び予算経理

の事務に関すること。

　⒆�　県立学校の教育改革及び再編整備に関すること（特別

支援教育課の所管に属するものを除く。）

　⒇�　県立学校の設置及び廃止に伴う条例の改廃に関するこ

と（特別支援教育課の所管に属するものを除く。）。

第�10条の２　教育DX推進室の分掌事務は、次のとおりとす

る。

　⑴　略

　（本庁の組織上の職）

第20条　略

２�　前項で定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織上

の職を同表中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職にある

者は、上司の命を受け、それぞれ同表右欄に掲げる職務を

行うものとする。

職 組　織 職　　　　務

人事管理監 義務教

育課

高校教

育課

関係職員を指揮監督して学校

職員の人事に関する重要な特

定の事務を掌理する。

３～４　略

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織上の職を命ぜられている者又は当該組織に勤務を命ぜら

れている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる組織上の職を命ぜられ、又は

当該組織に勤務を命ぜられたものとする。

左欄 右欄

教育政策課　総務班 教育政策課　総務・法制班

同　法務・給与制度班　課長補佐 同　給与制度班　課長補佐

同　同 同　同

同　旅費給与班 同　給与管理班

同　財務調整班 同　企画広報班

高校教育課　高校魅力化班　参事 ながさき次世代高校創生室　参事

同　同　課長補佐 同　課長補佐

同　同　係長 同　係長

教育DX推進室　課長補佐兼主任指導主事 教育DX推進室　教育DX班　課長補佐兼主任指導主事
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同　係長 同　同　係長

同 同

　長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

� 長崎県教育委員会教育長　前川　謙介　

長崎県教育委員会規則第11号

　　　長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則

　長崎県教育機関の組織及び管理運営に関する規則（昭和47年長崎県教育委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（教育機関の名称）

第�３条　教育機関の名称及び位置は、次の表に掲げるとおり

とする。

名称 位置

略 略

略 略

２　略

　（教育機関の名称）

第�３条　教育機関の名称及び位置は、次の表に掲げるとおり

とする。

名称 位置

略 略

長崎県立千々石少年自然の家 雲仙市

略 略

２　略

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　長崎県教育職員免許状再授与審査会規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

� 長崎県教育委員会教育長　前川　謙介　

長崎県教育委員会規則第12号

　　　長崎県教育職員免許状再授与審査会規則の一部を改正する規則

　長崎県教育職員免許状再授与審査会規則（令和７年長崎県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（庶務）

第�６条　審査会の庶務は、県教育庁教育人事課において処理

する。

　（庶務）

第�６条　審査会の庶務は、県教育庁働きがい推進室において

処理する。

　長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

� 長崎県教育委員会教育長　前川　謙介　

長崎県教育委員会規則第13号

　　　長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則

　長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則（平成18年長崎県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改

正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（評価者） 　（評価者）



令和８年３月31日　火曜日� 号　外（５）長 崎 県 公 報

─ 5─

第�８条　人事評価は、被評価者の区分に応じ、次の表に掲げ

る一次評価者、二次評価者及び最終評価者が行うものとす

る。

被評価者 一次評価者 二次評価者 最終評価者

校長 教育人事課

長

県教育政策

監

県教育長

副校長　教頭 校長 教育人事課

長

県教育政策

監

事務長 教育政策課

長

県教育次長

部主事 特別支援教

育課長

県教育政策

監

主幹教諭（部主事

を除く。）　指導教

諭　 教 諭（ 助 教

諭、講師を含む。

以下同じ。）　養護

教諭（養護助教諭

を 含 む。 以 下 同

じ。）　栄養教諭　

実習助手　寄宿舎

指導員　事務職員

　栄養士　船長　

機関長

副校長、教

頭、部主事

又は事務長

の内で校長

が指定する

者

― 校長

船員（船長、機関

長を除く。以下同

じ。）

船長

　備�考　遠隔授業を担当する教頭の一次評価者及び教諭、事

務職員の最終評価者については、長崎県立大村高等学校

長が教育DX推進課長に委任できるものとする。

第�８条　人事評価は、被評価者の区分に応じ、次の表に掲げ

る一次評価者、二次評価者及び最終評価者が行うものとす

る。

被評価者 一次評価者 二次評価者 最終評価者

校長 高校教育課

長

県教育政策

監

県教育長

副校長　教頭 校長 高校教育課

長

県教育政策

監

事務長 教育政策課

長

県教育次長

部主事 特別支援教

育課長

県教育政策

監

主幹教諭（部主事

を除く。）　指導教

諭　 教 諭（ 助 教

諭、講師を含む。

以下同じ。）　養護

教諭（養護助教諭

を 含 む。 以 下 同

じ。）　栄養教諭　

実習助手　寄宿舎

指導員　事務職員

　栄養士　船長　

機関長

副校長、教

頭、部主事

又は事務長

の内で校長

が指定する

者

― 校長

船員（船長、機関

長を除く。以下同

じ。）

船長

　備�考　遠隔授業を担当する教頭の一次評価者及び教諭、事

務職員の最終評価者については、長崎県立大村高等学校

長が教育DX推進室長に委任できるものとする。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

長崎県教育委員会訓令第２号

� 教　育　庁　

　長崎県教育庁決裁規程（昭和44年長崎県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年３月31日

� 長崎県教育委員会教育長　前川　謙介　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第８条関係）

　課長等

教
育
政
策
課
長

１～９　略

10　広報印刷物の発行及び配布に関すること。

11�　教育政策監及び教育次長の児童手当の認定及び廃

止の認定に関すること。

12�　職員及び学校職員に係る扶養親族（配偶者及び子

を除く。）の認定に関すること。

別表第１（第８条関係）

　課長等

教
育
政
策
課
長

１～９　略

10�　教育政策監及び教育次長の児童手当の認定及び廃

止の認定に関すること。

11�　職員及び学校職員に係る扶養親族（配偶者及び子

を除く。）の認定に関すること。

　　　　教育委員会訓令
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13�　県費負担教職員及び県立学校長の管理職員特別勤

務手当の対象となる勤務の承認に関すること。

14�　職員及び学校職員（事務職員に限る。）の産休代

替職員及び育児休業代替職員の任免に関すること。

教
育
人
事
課
長

１�　県立学校職員（事務職員を除く。）及び県費負担

教職員（事務職員を除く。）の働き方改革推進の企

画・立案等具体的取組に関すること。

２�　教員採用試験に関する広報印刷物の発行及び配布

に関すること

３　教育職員免許状の交付に関すること。

４�　教育職員免許状の再交付及び書換えに関するこ

と。

５�　職務に専念する義務の特例に関する条例第２条

の規定による県立学校職員（事務職員を除く。）の

職務専念義務の免除の承認（別に定めるものを除

く。）に関すること。

６�　県費負担教職員（事務職員を除く。）及び県立学

校職員（事務職員を除く。）の育児休業の承認に関

すること。

７�　県費負担教職員（事務職員を除く。）の産休補助

教職員、育児休業補助教職員及び病休補助教員の任

免に関すること。

８�　県立学校の産休補助教職員及び育児休業補助教職

員（事務職員を除く。）、病休補助教員、非常勤講

師、学校医、薬剤師、栄養士の任免に関すること。

９�　職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第20

号及び第26号の規定による県立学校職員（校長、事

務職員を除く。）の特別休暇の承認に関すること。

10�　長崎県立学校管理規則第33条及び第34条に規定す

る主任等の発令に関すること。

11�　県費負担教職員（事務職員を除く。）及び県立学

校職員（事務職員を除く。）の履歴事項等の照会、

証明に関すること。

略 略

義
務
教
育
課
長

１�　小学校及び中学校（県立中学校を除く。）の二部

授業の届出の処理に関すること。

高
校
教
育
課

１�　県立の中学校及び高等学校の修学旅行、現場実

習、校外実習等の校外活動の届出の受理及び承認に

関すること。

２　長崎県立学校管理規則（昭和51年長崎県教育委員

12�　県費負担教職員及び県立学校長の管理職員特別勤

務手当の対象となる勤務の承認に関すること。

13�　職員及び扶養手当学校職員（事務職員に限る。）

の産休代替職員及び育児休業代替職員の任免に関す

ること。

働
き
が
い
推
進
室
長

１�　県立学校職員（事務職員を除く。）及び県費負担

教職員（事務職員を除く。）の働き方改革推進の企

画・立案等具体的取組に関すること。

２　広報印刷物の発行及び配布に関すること。

３　教育職員免許状の交付に関すること。

４�　教育職員免許状の再交付及び書換えに関するこ

と。

略 略

義
務
教
育
課
長

１�　県費負担教職員（事務職員を除く。）の履歴事項

等の照会及び証明に関すること。

２�　小学校及び中学校（県立中学校を除く。）の二部

授業の届出の処理に関すること。

３�　県費負担教職員（事務職員を除く。）の育児休業

の承認に関すること。

４�　県費負担教職員（事務職員を除く。）の産休補助

教職員、育児休業補助教職員及び病休補助教員の任

免に関すること。

高
校
教
育
課

１�　県立の中学校及び高等学校の修学旅行、現場実

習、校外実習等の校外活動の届出の受理及び承認に

関すること。

２　長崎県立学校管理規則（昭和51年長崎県教育委員
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長 　�会規則第３号）第４条第２項、第４条の２第５項、

第６条、第10条及び第11条第２項の規定に基づく県

立高等学校からの届出の受理及び承認に関するこ

と。

３�　長崎県立中学校管理規則（平成15年長崎県教育委

員会規則第12号）第４条、第５条、第８条、第12条

の規定に基づく届出の受理及び承認に関すること。

略 略

長 　�会規則第３号）第４条第２項、第４条の２第５項、

第６条、第10条及び第11条第２項の規定に基づく県

立高等学校からの届出の受理及び承認に関するこ

と。

３�　長崎県立中学校管理規則（平成15年長崎県教育委

員会規則第12号）第４条、第５条、第８条、第12条

の規定に基づく届出の受理及び承認に関すること。

４�　県立学校職員（事務職員を除く。）の育児休業の

承認に関すること。

５�　職務に専念する義務の特例に関する条例第２条

の規定による県立学校職員（事務職員を除く。）の

職務専念義務の免除の承認（別に定めるものを除

く。）に関すること。

６�　職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第20

号及び第26号の規定による県立学校職員（校長、事

務職員を除く。）の特別休暇の承認に関すること。

７�　県立学校職員（事務職員を除く。）の履歴事項等

の照会及び証明に関すること。

８�　県立学校の産休補助教職員及び育児休業補助教職

員（事務職員を除く。）、病休補助教員、非常勤講

師、学校医、薬剤師、栄養士の任免に関すること。

９�　長崎県立学校管理規則第33条及び第34条に規定す

る主任等の発令に関すること。

略 略

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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